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排出量取引の手続きについて

※ 手続き１、２の申請書は同時に提出可能です。

自社内での取引
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手続き１

自社の指定管理口座から
一般管理口座へ移転する手続き

⇒ 県に右図の申請書を提出する

（１）申請者
口座名義人

（２）申請書類
振替可能削減量振替申請書

（３）添付資料
印鑑証明書

(様式第10号)

（保有情報について、県による公表を希望する場合に必要）

（既に提出している場合で内容に変更がない場合は不要）

(ガイドライン第1号様式)（任意）

振替可能削減量等の保有等に係る
情報の公表について

（手続き１、２の申請書は同時に提出可能）

自社取引の手続きについて

自社内での取引

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25643/10-hurikaesinsei_r2.doc
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25643/47_01_torihikiunyo_hoyujohokohyo.docx
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25643/47_01_torihikiunyo_hoyujohokohyo.docx
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手続き２

自社の一般管理口座から
指定管理口座へ移転する手続き

⇒ 県に右図の申請書を提出する

（１）申請者
口座名義人

（２）申請書類
振替可能削減量振替申請書

（３）添付資料
印鑑証明書

(様式第10号)

（保有情報について、県による公表を希望する場合に必要）

（既に提出している場合で内容に変更がない場合は不要）

(ガイドライン第1号様式)（任意）

振替可能削減量等の保有等に係る
情報の公表について

（手続き１、２の申請書は同時に提出可能）

自社取引の手続きについて

自社内での取引

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25643/10-hurikaesinsei_r2.doc
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25643/47_01_torihikiunyo_hoyujohokohyo.docx
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25643/47_01_torihikiunyo_hoyujohokohyo.docx
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C. お問合せ先・マッチングページについて

＜申請書提出先＞
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階
埼玉県 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 あて

※ 振替申請書の提出は郵送のみの受付です。

＜Webページ＞
目標設定型排出量取引制度 クレジット取引マッチング支援
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/credit_matching.html

＜相談窓口＞

048-830-3044（振替申請担当）

a3030-17@pref.saitama.lg.jp
※ お問合せの際は「事業者番号」をお伝えください。

不明な点があればご相談ください！

検索埼玉県 排出量取引 マッチング

埼玉県のマスコット
「コバトン」

自社内での取引
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